育成選手契約書

本育成選手契約書（以下「本契約」という。）は、●●（以下「球団」という。）と、●●（以下「選手」という。）との間で、選手の育成及び競技活動に関する基本的事項を定めるため、次のとおり締結する。

第1条（目的）
本契約は、球団が選手を育成選手として登録し、競技能力の向上及び将来の正式選手登録を目指す過程において、双方の権利義務を明確にすることを目的とする。

第2条（定義）
本契約における用語の定義は次のとおりとする。
1　本契約にいう「育成選手」とは、球団が日本野球機構その他団体の規程に基づき育成目的で登録する選手をいう。
2　本契約にいう「公式試合」とは、所属リーグ等が定める公式試合及び球団が指定する育成試合を含む。
3　本契約にいう「肖像等」とは、選手の氏名、肖像、音声、ユニフォーム番号その他選手を識別し得る一切の情報をいう。

第3条（契約期間）
1　本契約の有効期間は、契約締結日から1年間とする。
2　前項の規定にかかわらず、球団が必要と認めた場合は、書面により契約期間を更新できる。
3　本契約終了後も、第9条（秘密保持）及び第10条（肖像権等の利用）に関する規定は存続する。

第4条（義務）
1　選手は、球団の指導方針に従い、練習及び試合に誠実に参加するものとする。
2　選手は、競技活動のため常に良好な健康状態を維持するよう努める。
3　選手は、球団の名誉を損なう行為、公序良俗に反する行為、又は競技者として不適切な行為を行ってはならない。
4　球団は、選手の育成に必要な指導、施設利用、試合機会を合理的な範囲で提供する。

第5条（報酬および費用）
1　球団は、育成選手として相当と認められる報酬額を選手に対して支払う。
2　遠征費、合宿費その他の必要費用は、球団が別途定める基準により負担する。
3　選手が本契約に違反し、球団に損害を与えた場合、球団は選手に対し報酬の一部又は全部の返還を請求できる。

第6条（正式選手登録）
1　球団は、選手の実力・成績・成長度を総合的に判断し、必要と認めた場合、育成選手から支配下選手としての契約締結を行うことができる。
2　前項の判断基準、評価方法、登録時期等は球団の裁量によるものとする。

第7条（医療・故障対応）
1　選手が競技活動中に負傷した場合、球団は必要と認められる範囲で治療費を負担する。
2　選手は故障発生時、速やかに球団に報告し、球団が指定する医療機関の診察を受けるものとする。
3　選手が故意または重大な過失により負傷した場合は、この限りでない。

第8条（契約解除）
1　球団は、次の各号のいずれかに該当する場合、本契約を解除できる。
　① 選手が重大な規律違反を行ったとき
　② 選手の競技継続が困難な長期の傷病が生じたとき
　③ 選手の能力が著しく向上せず、育成目的が達成困難と球団が判断したとき
2　選手は、重大な理由がある場合、球団の承諾を得て本契約を解除できる。

第9条（秘密保持）
選手は、球団の戦略、指導方法、選手情報その他公開されていない事項を、球団の事前承諾なく第三者に開示してはならない。

第10条（肖像権等の利用）
1　球団は、選手の肖像等を、広報・宣伝・公式媒体・球団事業活動に必要な範囲で利用できる。
2　第1項の利用に関し、球団が合理的と認める範囲で対価を定めることがある。

第11条（知的財産）
選手が球団の支援又は球団の指導を受けて創作した著作物、映像、その他コンテンツの知的財産権は、原則として球団に帰属する。

第12条（損害賠償）
選手が本契約に違反し球団に損害を与えた場合、選手はその損害を賠償する責任を負う。

第13条（協議事項）
本契約に定めのない事項又は解釈に疑義が生じた事項については、球団と選手が協議のうえ円滑な解決を図る。

第14条（管轄裁判所）
本契約に関し訴訟の必要が生じた場合、球団所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

本契約締結の証として、本書2通を作成し、球団および選手が各1通を保有する。

●●年●月●日

球団：●●
住所：
代表者名：

選手：●●
住所：

